
●香川県告示第12 3号 

森林法（昭和26年法律第24 9号）第33条の３において準用する同法第29条の規定により、次のとお 

り保安林の指定施業要件を変更する予定である旨農林水産大臣から通知があった。 

  令和７年５月２日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 保安林の所在場所 

 三豊市三野町吉津字角林丙233番３、丙233番４、丙23 3番９、丙23 3番10、丙23 5番１、丙

23 6番２、丙23 8番52、丙238番77、丙238番79から丙238番86まで、丙238番89から丙238番

10 1まで、丙238番103から丙238番108まで、丙238番110から丙238番122まで、丙23 8番

124、丙238番126、丙238番128、丙238番134、丙238番13 6から丙23 8番138まで、丙

23 8番140、丙238番148、丙238番149、丙238番151、丙23 8番16 5、丙23 8番甲78、丙

23 8番甲123、丙238番甲127、丙238番甲129から丙238番甲133まで、丙23 8番甲13 5、丙

23 8番甲139、丙238番甲141、丙238番甲142、丙238番甲144から丙23 8番甲147まで、丙

23 8番甲152、丙239番１、丙240番１、丙241番１、丙242番１、丙245番１、丙246番から

丙24 8番まで、字丸林丙265番12から丙265番17まで、丙272番１から丙272番17まで、丙273

番１から丙273番17まで、丙275番１から丙275番８まで、丙275番10から丙275番17まで、丙

275番25、丙285番１、丙285番２、丙286番１（次の図に示す部分に限る。）、丙286番４、

丙308番３、丙309番３、丙311番１、丙311番２、丙31 2番、丙31 4番１、丙31 5番、丙31 6

番１から丙316番20まで、丙321番１、丙322番１、丙323番１ 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 当該変更に係る指定施業要件 

 (１) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町に係る市町森林整備計 

   画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (２) 立木の伐採の限度は、次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を香川県環境森林部森林・林

業政策課及び三豊市農政部農林水産課に備え置いて縦覧に供する。） 


